
件 件 件 件

千円 千円 千円 千円

※１：金額総額であり、複数の団体等に交付している場合、個々の団体等への交付額等を示すものではありま
せん。なお、当該年度は当初予算額を記載しております。また、前年度決算額について、補助額の確定が未了
のものは、交付件数および交付決定額を外数として（）書きで記載しております。

0

平成19 11年度 年度

0

0

経過年数

0

交付先決定方法 公募

64

0

交付対象経費及び
補助金の算定方法等

前々年度

補助開始年度

環境局循環型社会部産業廃棄物指導課
（ＴＥＬ　　711-4303　　）

離島（玄界島及び小呂島）で発生する使用済自動車を本土の引取業者へ引き渡すため
の海上輸送に要した経費に対して補助を行うことで，使用済自動車の再資源化を促進
する。

担当課
（連絡先）

補助金名 福岡市使用済自動車海上輸送事業補助金

（公募の場合）
公募時期

       補助金調書

交　付　先

（公募の場合）
応募要件

通年

（非公募の場合）
非公募の理由

0

個人
団体

玄界島及び小呂島において発生する使用済自動車を本土の引取業者へ引き渡すた
め，海上輸送を行う者

玄界島・小呂島から本土に使用
済自動車を海上輸送する者

区分 その他の補助金

定率

年度平成32

補助金の目的
及び

補助対象事業

延長回数 1

前年度補助事業
の主な実施概要

実績なし

回

終期を延長する
理由

使用済自動車の再資源化等に関する法律の規定に基づく，離島対策支援事業の一環
であり，小呂島及び玄海島において発生する使用済自動車を適正に処理するため，引
き続き当該補助金を継続する必要がある。
公益財団法人自動車リサイクル促進センターから出えん金を受けているため代替手段
は考えられず，現在の補助金制度を継続することが効果的である。

補助金の終期

【補助対象経費、補助金額の算定方法・考え方】
補助対象経費認定限度額（玄界島からの海上輸送の場合は8,000円，小呂島から
の海上輸送の場合は12,000円）の10分の8以内の額

補助金交付
による効果

離島（玄界島及び小呂島）で発生する使用済自動車が不法投棄されることなく，再資源
化されることを促進する。

前々々年度交付状況等
【上段：交付件数】

【下段：決算】
（※１）

前年度

（間接補助の場合）
間接補助とする理由
及び再交付先への配

分基準、審査基準

 【間接補助の理由、再交付の配分基準・審査基準】

当該年度


